
外来感染対策向上加算に関するご案内 

 

当院は、厚生労働省が定める「外来感染対策向上加算」の届出を行っている医療

機関です。 

受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者

様の受入れを行っており、患者様が安心して受診できるよう、以下の通り感染防

止対策に取り組んでいます。 

感染管理責任者の設置：院長を責任者とし、職員全員で院内感染対策を徹底して

います。 

標準的予防策の実施：手洗い、手指消毒、マスク着用、院内清掃・換気を定期的

に行っています。 

発熱患者様の動線分離：発熱や風邪症状のある方は、一般の患者様と接触しない

よう、診察時間や場所を分けて対応しています。 

地域連携：地域の基幹病院や医師会と連携し、定期的に感染対策の情報共有や訓

練を行っています。 

上記体制の整備・維持のため、初診・再診を問わず月1回に限り「外来感染対策

向上加算（6点）」診療費に加算させていただきます。ご理解とご協力のほどお

願い申し上げます。 
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沼ノ端内科・脳神経クリニック 院長 

 


